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【手続補正書】
【提出日】平成21年11月26日(2009.11.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の成分を含む潤滑油組成物：
　（Ａ）主要量の潤滑粘度の油、および
　（Ｂ）下記の工程からなる方法により製造されたホウ酸化アルカリ土類金属スルホネー
ト清浄剤：
　　（ａ）：（ｉ）油溶性のスルホン酸またはアルカリ土類金属スルホン酸塩またはそれ
らの混合物のうちの少なくとも一種、（ii）少なくとも一種のアルカリ土類金属源、およ
び（iii）少なくとも一種のホウ素源を、（iv）少なくとも一種の炭化水素溶媒、および
（ｖ）ホウ素源に対して０乃至１０モル％未満のホウ素源以外の過塩基化酸の存在下で反
応させる工程、そして
　　（ｂ）：（ａ）の反応生成物を（iv）の蒸留温度より高い温度に加熱して、（iv）お
よび反応水を蒸留する工程、
　ただし、潤滑油組成物は、０．１２質量％を超える量のリンおよび１．２５質量％を超
える量の硫酸灰分を含まない。
【請求項２】
　（ａ）の工程を、更に少なくとも一種の低分子量アルコールを存在させて行う請求項１
に記載の潤滑油組成物。
【請求項３】
　低分子量アルコールが一価アルコールである請求項２に記載の潤滑油組成物。
【請求項４】
　ホウ酸化アルカリ土類金属塩がホウ酸化カルシウムスルホネートである請求項１に記載
の潤滑油組成物。
【請求項５】
　ホウ酸化カルシウムスルホネートのＴＢＮが１０乃至５００である請求項４に記載の潤
滑油組成物。
【請求項６】
　ホウ酸化カルシウムスルホネートのＴＢＮが１０乃至４００である請求項５に記載の潤
滑油組成物。
【請求項７】
　ホウ酸化カルシウムスルホネートのＴＢＮが１００乃至３００である請求項６に記載の
潤滑油組成物。
【請求項８】
　ホウ酸化カルシウムスルホネートのＴＢＮが１５０乃至２５０である請求項７に記載の
潤滑油組成物。
【請求項９】
　組成物が更にモリブデン含有錯体を含む請求項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項１０】
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　モリブデン含有化合物がモリブデンコハク酸イミド錯体である請求項９に記載の潤滑油
組成物。
【請求項１１】
　モリブデンの濃度が、潤滑油組成物の全質量に基づき４０ｐｐｍ乃至１０００ｐｐｍで
ある請求項９に記載の潤滑油組成物。
【請求項１２】
　モリブデンの濃度が、潤滑油組成物の全質量に基づき５０ｐｐｍ乃至５００ｐｐｍであ
る請求項１１に記載の潤滑油組成物。
【請求項１３】
　潤滑油組成物中のリンの量が０．１０質量％以下である請求項１に記載の潤滑油組成物
。
【請求項１４】
　潤滑油組成物中のリンの量が０．０８質量％以下である請求項１３に記載の潤滑油組成
物。
【請求項１５】
　潤滑油組成物中のリンの量が０．０６質量％以下である請求項１４に記載の潤滑油組成
物。
【請求項１６】
　潤滑油組成物が如何なるリンも実質的に含まない請求項１５に記載の潤滑油組成物。
【請求項１７】
　ホウ素を少なくとも百万部に対して５０部含む請求項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項１８】
　さらに、ホウ素含有分散剤とホウ素非含有分散剤との混合物を含む請求項１に記載の潤
滑油組成物。
【請求項１９】
　ホウ素を百万部に対して５０部乃至２０００部含む請求項１８に記載の潤滑油組成物。
【請求項２０】
　硫酸灰分濃度が１．０質量％以下である請求項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項２１】
　硫酸灰分濃度が０．８質量％以下である請求項２０に記載の潤滑油組成物。
【請求項２２】
　硫酸灰分濃度が０．５質量％以下である請求項２１に記載の潤滑油組成物。
【請求項２３】
　硫黄濃度が０．５質量％以下である請求項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項２４】
　硫黄濃度が０．４質量％以下である請求項２３に記載の潤滑油組成物。
【請求項２５】
　硫黄濃度が０．３質量％以下である請求項２４に記載の潤滑油組成物。
【請求項２６】
　さらに、フェノール系酸化防止剤を０．２質量％より多い量で含む請求項１に記載の潤
滑油組成物。
【請求項２７】
　フェノール系酸化防止剤を０．８質量％より多い量で含む請求項２６に記載の潤滑油組
成物。
【請求項２８】
　さらに、フェネート清浄剤、別のスルホネート清浄剤、カルボキシレート清浄剤、及び
それらの混合物のうちの少なくとも一種から選ばれた清浄剤を含む請求項１に記載の潤滑
油組成物。
【請求項２９】
　清浄剤がマグネシウムスルホネート清浄剤である請求項２８に記載の潤滑油組成物。



(4) JP 2007-154196 A5 2010.1.21

【請求項３０】
　清浄剤が、カルシウムフェネート清浄剤とマグネシウムスルホネート清浄剤との混合物
である請求項２８に記載の潤滑油組成物。
【請求項３１】
　清浄剤が、ホウ素源に対して１０モル％以上のホウ素源以外の過塩基化酸から誘導され
たＣＯ2過塩基性清浄剤である請求項２８に記載の潤滑油組成物。
【請求項３２】
　清浄剤が、ホウ素を含まないＣＯ2過塩基性清浄剤である請求項３１に記載の潤滑油組
成物。
【請求項３３】
　過塩基性清浄剤のＴＢＮが５０乃至５００ＴＢＮである請求項３１に記載の潤滑油組成
物。
【請求項３４】
　ホウ酸化スルホネートの濃度が、潤滑油組成物の全質量に基づき活性成分量として３．
０質量％以下である請求項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項３５】
　ホウ酸化スルホネートの濃度が、潤滑油組成物の全質量に基づき活性成分量として１．
０質量％以下である請求項３４に記載の潤滑油組成物。
【請求項３６】
　ホウ酸化スルホネートの濃度が、潤滑油組成物の全質量に基づき活性成分量として０．
５質量％以下である請求項３４に記載の潤滑油組成物。
【請求項３７】
　下記の物質を混合することからなる潤滑油組成物の製造方法：
　（Ａ）主要量の潤滑粘度の油、および
　（Ｂ）下記の工程からなる方法により製造されたホウ酸化アルカリ土類金属スルホネー
ト清浄剤：
　　（ａ）（ｉ）油溶性のスルホン酸またはアルカリ土類金属スルホン酸塩またはそれら
の混合物のうちの少なくとも一種、（ii）少なくとも一種のアルカリ土類金属源、および
（iii）少なくとも一種のホウ素源を、（iv）少なくとも一種の炭化水素溶媒、および（
ｖ）ホウ素源に対して０乃至１０モル％未満のホウ素源以外の過塩基化酸の存在下で反応
させる工程、そして
　　（ｂ）（ａ）の反応生成物を（iv）の蒸留温度より高い温度に加熱して、（iv）およ
び反応水を蒸留する工程、
　ただし、潤滑油組成物は、０．１２質量％を超える量のリンおよび１．２５質量％を超
える量の硫酸灰分を含まない。
【請求項３８】
　内燃機関の腐食を低減する方法であって、請求項１に記載の潤滑油組成物を用いて内燃
機関を作動させることからなる方法。
【請求項３９】
　内燃機関の摩耗を低減する方法であって、請求項１に記載の潤滑油組成物を用いて内燃
機関を作動させることからなる方法。
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